
スロベニア情勢（２０１５年１月：月報）

在スロベニア日本国大使館

２０１５年２月

１．内政

（１）デロ紙による国内政治世論調査

スロベニアの日刊紙デロ（Delo）が国内政治に関

する月例世論調査結果を発表した。

連立与党第１党のミロ・ツェラル党（ＳＭＣ）は，昨

年１２月調査では支持率１２．４％で第２位に後退し

たが，年末の休暇期間を経て１月は支持率１５．

５％を獲得して第１位に返り咲いた。一方，１２月に

支持率１３．７％で第１位を獲得した最大野党の民

主党（ＳＤＳ）は今月に入りわずかに支持率を落とし

１３．０％で第２位となった。第３位は左派連合（ＺＬ：

野党）で支持率８．６％を獲得し，先月と同水準の支

持を維持している。その他の政党は，社会民主党

（ＳＤ：与党）が支持率６．６％で第４位，新スロベニ

ア（ＮＳｉ：野党）が３．９％で第５位，人民党（ＳＬＳ：

非議会政党）が３．３％で第６位，年金者党（ＤｅＳＵ

Ｓ：与党）が２．６％で第７位との結果となった。

ＳＭＣの支持率上昇と並び，政府評価においても，

昨年１２月の２．４９から本年１月は２．６２へ評価が

改善した。ただし，好意的な評価は全体の４分の１

で昨年から大きな変化はなく，代わりに否定的な評

価が減り，「普通」との中間的な評価の割合が上昇

しており，ツェラル政権を積極的に支持しないまでも，

失策がない限りは許容するという世論傾向が見て

取れる。

（２）社会民主党（ＳＤ）による党大会開催

１０日，連立与党の社会民主党（ＳＤ）の党大会が

開催され，暫定党首のジダン副首相兼農林食糧大

臣が正式な党首に選出された。ＳＤでは，昨年７月
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の欧州議会選挙での敗北を受け，ルクシッチ党首

（当時）が辞任し，これまでジダン氏が暫定党首を

務めていた。ジダン党首は，中道左派政策において

失った基盤を取り戻すべく党方針を策定していくこと

に重点を置き，党大会において２８６党員中２５２の

賛成票を確保した。

２．経済

（１）国債利回りの低下

５日，スロベニアの１０年物国債利回りが一時１．

９８％となり，スロベニアがユーロ圏に加盟してから

最低の数値となった。

２０１３年３月の時点では，翌４月にも利回りが危

険水域である７％を超えるのではないかとの推測が

あり，国際的な金融支援の可能性が噂されたが，ス

ロベニア政府が同年１２月に実施した金融機関の

救済措置の結果，利回りは下落し始めた。

（２）ムーディーズによる格付けの上方修正

２４日，格付け会社ムーディーズは、スロベニア

国債の格付けを「Ba1」から「Baa3」に上方修正し，

見通しを「安定的」とすることを発表した。同社は，

今回の修正の理由として，財務状況及び政策決定

環境が改善したことを受け，今後政府による更なる

経済及び財政改革の実施が期待されること，また，

金融分野の安定化により政府予算における債務増

加のリスクが軽減されたことを挙げている。

更に同社は，経済回復のための現行の政策は維

持され，本年からは公的債務も徐々に減少するで

あろうとの見通しを示した。スロベニア財務省は，同

社の格付け上方修正により，大手格付け会社３社

全てがスロベニアを「リスクの低い国」と見なしてい

ることを示していると述べた。

（３）現政権の民営化に関する方針

２６日，ツェラル首相は，ミロ・ツェラル党（ＳＭＣ）

が党として国有企業の民営化に賛成するとし，国会

答弁において，過去２回の審議において国会が民

営化推進を決めたことは国の信頼性の問題であり，

自ら定めた民営化プロセスを遂行する義務があると

述べた。

また，ムラモル財務相は，世銀とＩＭＦはスロベニ

アの政治的安定，財政赤字と民営化の推進を注視

しており，民営化を推進しなければスロベニアは国

際金融市場へのアクセスを失うだろうと述べた。

（４）２０１５年補正予算案の政府採択

２９日，スロベニア政府は２０１５年補正予算案を

採択した。２０１５年の歳入は，予定されていた不動

産税が導入されなかった等の理由で当初の想定よ

り６４００万ユーロ減の８５．６億ユーロとなる一方，

歳出は２０１３年の銀行再建措置に伴う利払い増加

等の理由で，当初の想定より４．６７億ユーロ増の９

９．５億ユーロとなる見込み。

これにより，本年の財政赤字は１３．９億ユーロ，

対ＧＤＰ比は２．８９％となり，ＥＵが求めている３．

０％以下となる見通し。今次補正予算案に関し，ム

ラモル財務大臣は，過剰な緊縮財政が経済成長を

止めることを避けるために，補正予算案では投資を

重視したとし，投資分野での歳出は対前年比で３

０％増となる旨述べた。

３．外交

（１）次期国連事務総長選挙 ６日，スロベニアの全在外公館長を含む外務省

関係者を集めた年次会議において，パホル大統領



及びツェラル首相が，トゥルク前大統領による次期

国連事務総長立候補に対する支持を表明した。

パホル大統領は，スロベニアが事務総長候補を

擁立するに当たっては，粘り強く説得力のある議論

を展開し，当選に向け支持をしていかなければなら

ないと述べた。一方，ツェラル首相は，昨年１月のブ

ラトゥシェク前政権によるトゥルク前大統領への支持

決定は現政権においても効力を有するものであり，

政府としても引き続き支持をしていきたいと述べた。

（２）パレスチナ国家承認に向けた動き

７日，エリヤヴェツ外相は，パレスチナ国家承認に

向けた動きについて言及し，スロベニアによるパレ

スチナ国家承認については，イスラエルにおける選

挙後に立ち上げられる新政権の構成及び和平プラ

ンの見通しを踏まえて決定されるべきであり，スロ

ベニアの国内世論を懐柔することが目的ではなく，

全ての状況につき精査する必要があるとの見解を

示した。また，エリヤヴェツ外相は，パレスチナ国家

承認を検討しているＥＵ加盟国が同時に承認するこ

とを選択肢の一つとして掲げつつ，先般のＥＵ外相

会合において中東和平プロセスにより積極的な役

割を果たしていく方針を決定したことにも留意してい

く必要がある旨述べた。

（３）パリでの反テロ「共和国行進」

ツェラル首相及びエリヤヴェツ外相は，１７名が殺

害されたパリ所在の左派系雑誌社に対するテロ事

件を受け，１１日，パリにおいて実施された「共和国

行進」へ参加した。

ツェラル首相は，暴力行為に対抗していく上での

スロベニアと仏との連帯を表明すると共に，表現及

び思想の自由の支持を表明し，暴力は如何なる宗

教にもイデオロギーにも伴うものであってはならず，

本物の宗教は，暴力的行為を促したり擁護したりす

るものではない旨述べた。

一方，エリヤヴェツ外相は，如何なる国家もテロ

から無縁ではなく，国際社会がテロの非難に際して

団結する必要があると述べた。また，テロへの対応

は弾圧するのみではなく，思想の過激化，暴力的な

過激主義及びテロを助長するような状況の改善に

向け対処すべきであり，治安強化に際しては，基本

的人権及び自由の尊重が重要であるとの見解を示

した。

（４）旧リュブリャナ銀行サラエボ支店外貨預金問題

旧リュブリャナ銀行（LB）サラエボ支店の外貨預金

返還訴訟において，昨年７月に欧州人権裁判所が

スロベニアに対し欧州人権規約違反を認める判決

を下したことに関し，２０日，欧州評議会は，同判決

を受けスロベニア政府が提出した行動計画を公表

した。

本訴訟を巡っては，昨年７月，欧州人権裁判所に

おいて，スロベニアが財産の保護と効果的な法的

救済を規定する欧州人権規約に違反したとする判

決が下され，スロベニアに対し，国内預金者と同じ

条件で全外貨預金者に対する賠償制度を構築する

ことが求められていた。行動計画において，スロベ

ニア政府は，クロアチアのザグレブ及びボスニア・

ヘルツェゴビナ（BH）のサラエボのLB支店について，

１９９１年１２月３１日の操業停止時点で総額２億５７

００万ユーロの預金が未返還であったことを明らか

にし，２０１５年７月１６日までに賠償措置を取ること

が可能となるよう，本年第２四半期中に関連法案を

国会に提出する意向を示した。一方，賠償請求は

約３０万件になるとの見通しであり，今後スロベニア

は，欧州人権裁判所の判決及び国際慣習に基づき

（賠償の）立証手続きを設定する予定であり，BH を

中心とする旧ユーゴ諸国は，右手続きに係る情報

収集への協力が求められている。

（５）ウクライナ情勢



２４日，スロベニア外務省は，ウクライナ東部マリウ

ポリ市における砲撃事件について非難する声明を

発表した。声明において，スロベニア外務省は，露

政府に対し，ウクライナ東部の親露分離派指導者

に対する影響力を最大限に活用するとともに，軍事

的，政治的，財政的援助の供与をやめるよう求め，

一般市民への被害を故意にもたらすことは，断じて

受け入れがたく，国際法に反するとの見解を示した。

また，政治的対話に基づく平和裡の解決を求めると

ともに，スロベニアはウクライナの領土の一体性と

主権を尊重することを改めて述べた。


